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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

 

回次 第21期中 第22期中 第23期中 第21期 第22期 

会計期間 

自平成17年 
１月１日 

至平成17年 
６月30日 

自平成18年
１月１日 

至平成18年 
６月30日 

自平成19年
１月１日 

至平成19年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 

至平成17年 
12月31日 

自平成18年
１月１日 

至平成18年 
12月31日 

売上高 （千円） － － 3,605,983 5,050,545 6,315,003

経常利益又は経常損失
（△） 

（千円） － － △1,452 398,847 393,842

当期純利益又は中間純損
失（△） 

（千円） － － △108,052 211,662 190,925

持分法を適用した場合の
投資利益 

（千円） － － － － －

資本金 （千円） － － 570,819 177,916 568,779

発行済株式総数 （株） － － 22,182 17,865 22,080

純資産額 （千円） － － 1,373,513 571,245 1,521,365

総資産額 （千円） － － 3,662,125 2,339,899 3,559,278

１株当たり純資産額 （円） － － 61,920.17 31,695.82 68,902.42

１株当たり当期純利益金
額又は１株当たり中間純
損失金額（△） 

（円） － － △4,881.53 11,568.03 10,077.36

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益金
額 

（円） － － － － 9,912.55

１株当たり配当額 （円） － － － 1,000 2,000

自己資本比率 （％） － － 37.5 24.4 42.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） － － △52,137 332,749 318,104

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） － － △335,628 △241,260 △1,000,567

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） － － 183,369 △181,403 944,820

現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

（千円） － － 572,808 514,848 777,205

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数) 

（人） 
－ 

（－）
－

（－）
141
(324）

88 
(154）

128
(217）



２．当社は第23期中間会計期間が半期報告書の提出初年度であり、当該中間会計期間より証券取引法第193条の２の規定に基

づく中間監査を受けているため、第21期中間会計期間及び第22期中間会計期間については記載しておりません。 

３．売上高には消費税等は含まれておりません。 

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

５．第23期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり中

間純損失であるため記載しておりません。 

６．第21期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第20期において導入したストックオプション制度に伴

う新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

７．従業員数は就業人員数であり、（ ）内にアルバイト・パートタイマー（１人１日８時間換算による年間の平均人

数）、人材会社からの派遣社員、出向社員を外数で記載しております。 

８．当社は平成17年９月10日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

９．第22期の１株当たり配当額には、記念配当1,000円を含んでおります。 

  

 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

１．従業員数は就業人員数であり、（ ）内にアルバイト・パートタイマー （１人１日８時間換算による中間会計期間の

平均人数）、人材会社からの派遣社員及び、出向社員を外数で記載しております。 

２．従業員が前期末に比べ増加したのは、直営店舗の出店に伴う店舗社員及び店舗運営指導を行う本部社員等の人員確保に

よるものです。 

  

(2）労働組合の状況 

 当社では、労働組合は組成されておりませんが労使関係は円満に推移しております。 

  

  

  平成19年６月30日現在

従業員数（人） 141（324） 



第２【事業の状況】 
  

 当中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）に係る半期報告書は、最初に提出するものでありますの

で、「企業内容等開示ガイドライン」24の５－４の規定により、前年同期との対比は行っておりません。 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間におけるわが国の経済は、原油や輸入原材料の騰勢が懸念されながらも、企業収益改善に伴う設備投資の増

加や雇用の拡大が進み、賃金改善による個人消費も増加傾向に転じて戦後最長の景気回復期が続いております。 

 このような経済情勢のもと、外食産業も大手ファーストフードに回復の兆しが見受けられますが、ファミリーレストランや

パブ・居酒屋の減少傾向が続くなど同業・他業種との厳しい競争が続いております。また、人件費や原材料の上昇が懸念され

る中で客単価は低減傾向にあり経営環境は引続き厳しい状況にあります。 

 こうした状況下、当社はペッパーランチ事業においては「Quick and Quality」を標榜し、顧客満足度の高い商品とサービス

の提供に努めてまいりました。また、前事業年度に引続き積極的な事業展開を目指してまいりました。しかしながら、本年５

月９日に委託店である大阪心斎橋店に於きまして、あってはならない不祥事を惹起してしまいました。被害者の方には取り返

しのつかない過ちを犯し、皆様に大変なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 当中間会計期間におけるペッパーランチ事業の新規出店数は30店舗（うち海外12店舗）となり、その結果ペッパーランチ事

業の店舗数は226店舗、売上高は2,879百万円となりました。 

 レストラン事業では、大型ショッピングセンター等へ新規に２店舗出店し13店舗となりました。一部店舗の営業時間変更に

よるランチメニューの採り入れや、お客様の視点に立った店舗設備の改善と顧客サービスの改善に努めレストラン事業の売上

高は693百万円となりました。 

 商品販売事業では、主力商品の「とんかつソース」をとんかつ店中心に販売し、冷凍ペッパーライスにつきましても販路の

拡大に努め、その売上高は32百万円となりました。 

 これらの結果、当中間会計期間における業績は、売上高は3,605百万円となりましたが、新規出店に伴う費用、人件費の増加

及び不採算店舗の減損損失等の影響もあり、経常損失１百万円、中間純損失108百万円となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、借入金等の財務活動によるキャッシュ・フ

ローにおける収入要因よりも、新規出店に伴う固定資産の取得及び敷金保証金の差入等の投資活動によるキャッシュ・フロー

における支出や、税引前中間純損失や法人税等の支払などの営業活動によるキャッシュ・フローにおける支出要因が上回った

ため、前事業年度末に比べ204百万円減少し、当中間会計期間末には572百万円となりました。 

 また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において営業活動の結果、支出した資金は52百万円となりました。これは主に、税引前中間純損失77百万

円、法人税等の支払額86百万円を計上したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において投資活動の結果、支出した資金は335百万円となりました。これは主に、新規出店に伴う有形固定資

産の取得による支出234百万円及び敷金保証金の差入による支出59百万円と、新システムの導入による無形固定資産の取得によ

る支出19百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間において財務活動の結果、得られた資金は183百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済、社債の

償還及び配当金の支払によって215百万円支出しましたが、短期借入金の純増額及び長期借入金の借入れによる収入が395百万

円あったことによるものであります。 

  

 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間会計期間の仕入実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．仕入実績には消費税等は含まれておりません。 

２．フランチャイズ事業の仕入実績は、大部分が食材等仕入でありますが、それ以外にも加盟者の紹介に対する支払手数料

が含まれております。 

３．各仕入先からの仕入値引戻高につきましては、各事業部門の仕入実績に応じて按分しております。 

  

(2）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

 （注）１．販売実績には消費税等は含まれておりません。 

２．直営事業とは、当社直営店における飲食販売事業であります。 

３．フランチャイズ事業の販売実績は、大部分が食材等販売高でありますが、それ以外にもフランチャイズ契約により受取

る加盟金、店舗施工手数料、ロイヤリティ収入が含まれております。 

４．商品販売事業の販売実績は、冷凍ペッパーライス、とんかつソース等の販売高であります。 

  

 

事業部門別 
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

  フランチャイズ事業（千円） 1,214,860 

ペッパーランチ事業 直営事業（千円） 288,746 

  委託事業（千円） 85,752 

小計（千円） 1,589,358 

レストラン事業（千円） 273,615 

商品販売事業（千円） 26,881 

合計（千円） 1,889,855 

事業部門別 
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

  フランチャイズ事業（千円） 1,783,700 

ペッパーランチ事業 直営事業（千円） 835,808 

  委託事業（千円） 259,927 

小計（千円） 2,879,435 

レストラン事業（千円） 693,950 

商品販売事業（千円） 32,596 

合計（千円） 3,605,983 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において新たに発生した事業上の対処すべき課題は、次のとおりであります。 

(1）信用の回復 

 大阪心斎橋店での不祥事により失われた信用回復のため「再発防止策」を徹底して実践してまいります。FC契約基準、委託

店基準および社員採用基準を厳しく運用し教育訓練を徹底して優秀な人材の育成に努めると共に、不正・犯罪の発生しない職

場環境づくりと社員の連帯意識の醸成に努めます。 

  

(2）マーケッティングの強化 

 立地特性に応じた商品の開発に努めてまいります。繁華街、住宅街、フードコートなど夫々の立地に合ったメニューと価格

帯を設定すると共に、どこにも負けない味にこだわったステーキの提供による繁盛店づくりを徹底してまいります。 

  

(3）魅力あるビジネスモデルの確立 

 専門のノウハウやスキルを必要とせず、小人数でのオペレーションが可能なペッパーランチ事業ではありますが、外食市場

における厳しい競争環境下での人件費や食材の値上がり等に対応するためにも、一層のビジネスモデルの改善が要求されま

す。今後は、温暖化防止への取組みも含めて、更なる魅力あるビジネスモデルの確立にチャレンジしてまいります。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備計画の変更 

 前事業年度末に計画していた設備計画について、次のように変更いたしました。 

 （注）１ 当初計画に比べ、ペッパーランチの新設は９店舗増加し、金額は115百万円増加しました。 

２ 当中間会計期間において、前会計年度末に計画したペッパーランチの重要な設備の新設について、11店舗の新設を完了

しました。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

          平成19年６月30日

事業所名 
（所在地） 

事業部門別
の名称 

設備の内容 

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定日 
完成後の増加
能力（席数） 当初 

（千円） 
変更後

（千円） 
着手 完了 

ペッパーランチ 
（国内）15店 

ペッパーラ
ンチ事業 

店内内装設
備等 

120,000 235,000
増資資金、自
己資金及び借
入金 

平成19年１月 平成19年12月 225



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年９月１日以降この半期報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式

数は含まれておりません。 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 51,000 

計 51,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数 

（株） 
（平成19年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年９月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 22,182 22,332
東京証券取引所
（マザーズ） 

権利内容に何
ら限定のない
当社における
標準となる株
式 

計 22,182 22,332 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成16年３月26日定時株主総会決議 

 （注）１．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式によ

り調整されるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の

目的たる株式の数を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適

切に調整されるものとします。 

なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

２．当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げます。 

  

 

区分 
中間会計期間末現在
（平成19年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年８月31日） 

新株予約権の数（個） 371 321 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,113 963 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 40,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年３月27日から
平成23年３月26日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  40,000
資本組入額 20,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1）当社普通株式に係る
株券が、いずれかの
証券取引所に上場さ
れた場合（「株式の
公開」といいま
す。）に限り、新株
予約権を行使するこ
とが出来るものとし
ます。 

(2）各新株予約権の一部
行使は出来ないもの
とします。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡は当社
取締役会の承認を要しま
す。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
1 

分割・併合の比率



３．当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の場

合を除きます。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に

読み替えるものとします。 

４．当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必

要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は、適切に調整されるものとします。 

５．新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議による新株予定数から、退職等による権利を喪失した

数を控除した数のことであります。 

６．平成17年８月24日開催の取締役会決議により、平成17年９月10日付で１株を３株に分割しております。 

  

② 平成19年３月29日株主総会に基づき発行された新株予約権490個については、すべて権利放棄されたため記載しておりませ

ん。 

  

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）※１）新株予約権の行使による増加であります。 

※２）平成19年７月１日から平成19年８月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が150株、資本金及び

資本準備金がそれぞれ3,000千円増加しております。 

  

 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
行使価額 

＝ 
調 整 前
行使価額 

×
時  価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年１月１日～ 
平成19年６月30日 

※１）102 22,182 2,040 570,819 2,040 527,377



(5）【大株主の状況】 

 （注） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

  

 

    平成19年６月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

一瀬 邦夫 東京都墨田区 6,585 29.68 

株式会社吉野家ディー・アン
ド・シー 

東京都新宿区新宿４丁目３－17 1,500 6.76 

一瀬 健作 東京都墨田区 1,100 4.95 

有限会社 ケーアイ 東京都墨田区向島３丁目44－４ 820 3.69 

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５－１ 555 2.50 

西岡 久美子 茨城県つくば市 400 1.80 

ペッパーフードサービス従業
員持株会 

東京都墨田区吾妻橋３丁目３－２ 348 1.56 

辻本 正義 東京都世田谷区 300 1.35 

サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿４丁目20－１ 300 1.35 

福島工業株式会社 大阪府大阪市西淀川区御幣島３丁目16－11 300 1.35 

株式会社マルゼン 東京都台東区根岸２丁目19－18 300 1.35 

計 － 12,508 56.39 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）役職の異動 

 （注） 取締役 一瀬健作は代表取締役社長 一瀬邦夫の長男であります。 

  

 

  平成19年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式22,182 22,182
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 22,182 － － 

総株主の議決権 － 22,182 － 

    平成19年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

高（円） 210,000 176,000 162,000 175,000 145,000 128,000

低（円） 153,000 152,000 132,000 137,000 111,000 110,000

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 店舗開発本部長 常務取締役 営業本部長 芦田 秀満 平成19年５月25日 

取締役 営業本部長 取締役 店舗開発本部長 一瀬 健作 平成19年５月25日 



第５【経理の状況】 
  

１．中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当半期報告書は、 初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っていません。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財

務諸表については新日本監査法人による中間監査を受けております。 

 なお、当中間会計期間において当社の監査人は、みすず監査法人から新日本監査法人に交代しております。 

  

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
 

   
当中間会計期間末

（平成19年６月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 ※２ 657,255 860,886  

２．売掛金   417,318 440,210  

３．たな卸資産   36,658 32,104  

４．その他   200,937 170,405  

流動資産合計     1,312,170 35.8 1,503,606 42.2

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 ※1,2 950,756 869,470  

(2）機械及び装置 ※１ 213,663 203,354  

(3）その他 ※1,2 202,575 142,655  

有形固定資産合計   1,366,996 1,215,481  

２．無形固定資産   131,410 37,757  

３．投資その他の資産      

(1）敷金保証金   746,097 705,688  

(2）その他   134,782 127,383  

貸倒引当金   △29,331 △30,639  

投資その他の資産合計   851,548 802,432  

固定資産合計     2,349,955 64.2 2,055,671 57.8

資産合計     3,662,125 100.0 3,559,278 100.0

       



 

   
当中間会計期間末

（平成19年６月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金   335,169 380,618  

２．短期借入金   420,002 175,001  

３．一年以内返済予定の長
期借入金 

※２ 242,850 243,326  

４．一年以内償還予定の社
債 

  20,000 36,000  

５．未払金   327,051 179,917  

６．未払法人税等   15,186 91,589  

７．その他 ※４ 160,421 155,242  

流動負債合計     1,520,679 41.5 1,261,694 35.5

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金 ※２ 290,508 295,583  

２．受入保証金   425,041 411,467  

３．長期未払金   51,742 69,167  

４．その他   639 ―  

固定負債合計     767,932 21.0 776,218 21.8

負債合計     2,288,611 62.5 2,037,913 57.3



  

  

   
当中間会計期間末

（平成19年６月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金     570,819 15.6 568,779 16.0

２．資本剰余金      

資本準備金   527,377 525,337  

資本剰余金合計     527,377 14.4 525,337 14.8

３．利益剰余金      

(1）利益準備金   172 172  

(2）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   274,211 426,424  

利益剰余金合計     274,383 7.5 426,596 11.9

株主資本合計     1,372,580 37.5 1,520,712 42.7

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差
額金 

    932 0.0 652 0.0

評価・換算差額等合計     932 0.0 652 0.0

純資産合計     1,373,513 37.5 1,521,365 42.7

負債純資産合計     3,662,125 100.0 3,559,278 100.0

       



②【中間損益計算書】 

  

  

   
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     3,605,983 100.0 6,315,003 100.0

Ⅱ 売上原価     1,886,874 52.3 3,304,945 52.4

売上総利益     1,719,108 47.7 3,010,057 47.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,720,843 47.7 2,616,237 41.4

営業利益又は営業損失
（△） 

    △1,734 △0.0 393,820 6.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   12,373 0.3 54,839 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２   12,091 0.3 54,818 0.9

経常利益又は経常損失
（△） 

    △1,452 △0.0 393,842 6.2

Ⅵ 特別利益     6,802 0.2 11,149 0.2

Ⅶ 特別損失 
※3,
4,5 

  82,520 2.3 40,131 0.6

税引前当期純利益又は
税引前中間純損失
（△） 

    △77,170 △2.1 364,860 5.8

法人税、住民税及び事
業税 

  11,957 174,004  

法人税等調整額   18,923 30,881 0.9 △69 173,934 2.8

当期純利益又は中間純
損失（△） 

    △108,052 △3.0 190,925 3.0

       



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

  

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

  

  

  

株主資本
評価・換算差
額等 

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰
余金 

繰越利益剰余
金 

平成18年12月31日 残高（千円） 568,779 525,337 172 426,424 1,520,712 652 1,521,365

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △44,160 △44,160   △44,160

新株の発行 2,040 2,040 4,080   4,080

中間純損失     △108,052 △108,052   △108,052

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

    280 280

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

2,040 2,040 － △152,212 △148,132 280 △147,852

平成19年６月30日 残高（千円） 570,819 527,377 172 274,211 1,372,580 932 1,373,513

  

株主資本
評価・換算差
額等 

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰
余金 

繰越利益剰余
金 

平成17年12月31日 残高（千円） 177,916 134,475 172 258,363 570,927 318 571,245

事業年度中の変動額      

剰余金の配当     △17,865 △17,865   △17,865

利益処分による役員賞与     △5,000 △5,000   △5,000

新株の発行 390,862 390,862 781,725   781,725

当期純利益     190,925 190,925   190,925

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

    333 333

事業年度中の変動額合計（千円） 390,862 390,862 － 168,060 949,785 333 950,119

平成18年12月31日 残高（千円） 568,779 525,337 172 426,424 1,520,712 652 1,521,365



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

    
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益・中間純損失
（△） 

  △77,170 364,860 

減価償却費   83,770 119,905 

減損損失   52,139 15,267 

長期前払費用償却   27,487 19,726 

貸倒引当金の増減額（△減少額）   △1,307 8,857 

受取利息及び受取配当金   △517 △703 

支払利息   9,732 15,007 

有形固定資産売却損益   2,487 △1,917 

固定資産除却損   19,384 17,323 

売上債権の増減額（△増加額）   △773 △63,560 

たな卸資産の増減額（△増加額）   △4,553 △5,421 

仕入債務の増減額（△減少額）   △45,449 77,490 

その他   △22,892 14,253 

小計   42,338 581,091 

利息及び配当金の受取額   517 703 

利息の支払額   △8,357 △15,173 

法人税等の支払額   △86,636 △248,516 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △52,137 318,104 



  

  

  次へ 

    
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出   △37,505 △83,681 

定期預金の払戻による収入   36,739 88,017 

有形固定資産の取得による支出   △234,985 △733,066 

有形固定資産の売却による収入   1,708 32,364 

無形固定資産の取得による支出   △19,741 △31,441 

敷金保証金の差入による支出   △59,925 △306,131 

敷金保証金の払戻による収入   5,260 25,697 

受入保証金の受入による収入   48,624 77,624 

受入保証金の返還による支出   △24,908 － 

その他   △50,893 △69,952 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △335,628 △1,000,567 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△減少
額） 

  245,001 90,001 

長期借入金の借入れによる収入   150,000 380,000 

長期借入金の返済による支出   △155,551 △244,729 

社債の償還による支出   △16,000 △32,000 

株式の発行による収入   4,080 769,414 

配当金の支払額   △44,160 △17,865 

財務活動によるキャッシュ・フロー   183,369 944,820 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減
少額） 

  △204,397 262,357 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   777,205 514,848 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（当
期末）残高 

※ 572,808 777,205 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定して

おります。） 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しており

ます。） 

  時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  最終仕入原価法による原価法 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法 同左 

  主な耐用年数は以下の通りであり

ます。 

  

  建物       ８年～18年   

  機械及び装置   ５年～９年   

  工具器具及び備品 ２年～20年   

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 同左 

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間 （５年）に基づく定額法に

よっております。 

  

  (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  定額法 同左 

３．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費 (1）株式交付費 

  支出時に全額費用処理する方法を採

用しております。 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 



  

 

項目 
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段）金利スワップ 同左 

  （ヘッジ対象）借入金利   

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は個別契約ご

とに行っております。 

同左 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 (4）ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、有効性の評価を省

略しております。 

同左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜き方式によっております。 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

当中間会計期間
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

   当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は1,521,365千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これにより税引前当期純利益は15,267千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

（有形固定資産の減価償却の方法）   

 当中間会計期間より、平成19年税制改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法によっており

ます。なお、この変更による営業損失、経常損失及び税

引前中間純損失に与える影響は軽微であります。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

 

当中間会計期間末
（平成19年６月30日） 

前事業年度末
（平成18年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   584,855千円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額   534,727千円 

※２．         ― ※２．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次の通りであります。 

  (1）担保に供している資産 

  短期性預金 23,109千円

建物 62,086千円

土地 29,957千円

計 115,154千円

  (2）上記に対応する債務 

  一年以内返済予定の 

長期借入金 
3,171千円

長期借入金 5,230千円

計 8,401千円

３．偶発債務 ３．偶発債務 

当社のフランチャイズ加盟店がリース会社と締結

しているリース契約につき、フランチャイズ加盟

店の契約不履行等の場合に、当社がその契約上の

地位（権利義務の一切）を承継する義務のある契

約残高は以下の通りとなっております。 

当社のフランチャイズ加盟店がリース会社・割賦

販売会社と締結しているリース契約又は割賦契約

につき、フランチャイズ加盟店の契約不履行等の

場合に、当社がその契約上の地位（権利義務の一

切）を承継する義務のある契約残高は以下の通り

となっております。 

フランチャイズ加盟店に係る保証債務 フランチャイズ加盟店に係る保証債務 
  

  

リース契約 法人２件 2,920千円

  合計 2,920千円

リース契約 法人３件 5,340千円

  小計 5,340千円

割賦契約 法人３件 1,990千円

  小計 1,990千円

  合計 7,330千円

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、金

額的重要性が乏しいため流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

― 



（中間損益計算書関係） 

  

 

当中間会計期間
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なものは次の通りでありま

す。 

※１．営業外収益のうち主要なものは次の通りでありま

す。 
  

受取利息 498千円

協賛金収入 2,317千円

賃貸料収入 2,522千円

受取利息 643千円

協賛金収入 25,130千円

賃貸契約解約補償金収入 13,415千円

※２．営業外費用のうち主要なものは次の通りでありま

す。 

※２．営業外費用のうち主要なものは次の通りでありま

す。 
  

支払利息 9,732千円 支払利息 15,007千円

※３．特別損失のうち主要なものは次の通りでありま

す。 

※３．特別損失のうち主要なものは次の通りでありま

す。 
  

固定資産除却損 19,384千円

減損損失 52,139千円

固定資産除却損 17,323千円

減損損失 15,267千円

※４．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 
  

  
建物 19,384千円 建物 16,731千円

機械及び装置 360千円

その他 230千円

計 17,323千円

※５．減損損失 ※５．減損損失 

当社では、減損の兆候を判定するにあたり、原則

として店舗資産、本社等の共有資産に分類し、そ

れぞれにおいて独立したキャッシュ・フローを生

成する最小単位にグルーピングしております。 

当中間会計期間において、退店が見込まれること

により以下の店舗資産の帳簿価格を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（52,139千

円）として特別損失に計上いたしました。 

当社では、減損の兆候を判定するにあたり、原則

として店舗資産、本社等の共有資産に分類し、そ

れぞれにおいて独立したキャッシュ・フローを生

成する最小単位にグルーピングしております。 

当事業年度において、収益性の低下により以下の

店舗資産の帳簿価格を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（15,267千円）として特別

損失に計上いたしました。 
  

場所 主な用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都 ペッパーランチ 建物 10,261

大阪府 ペッパーランチ 建物 17,296

東京都 かつき亭 建物 24,581
  

場所 主な用途 種類 
減損損失 
（千円） 

東京都 ペッパーランチ 建物 7,825 

兵庫県 ペッパーランチ 建物 7,441 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ております。 

なお、回収可能価額は使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フローがマイナスで

あるためゼロとして評価しております。 

６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 
  

有形固定資産 78,101千円

無形固定資産 5,669千円

有形固定資産 117,173千円

無形固定資産 2,731千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注） 普通株式の発行済株式の増加102株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加102株であります。 

  

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注） 発行済株式の変動理由は、次の通りであります。 

公募増資による増加               3,000株 

第三者割当増資による増加             750株 

ストックオプションの行使による増加        465株 

  

２．配当に関する事項 

① 配当金支払額 

  

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期末株
式数（株） 

発行済株式 

普通株式 22,080 102 － 22,182 

合計 22,080 102 － 22,182 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年３月29日 
株主総会 

普通株式 44,160 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月30日

  
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数

（株） 
当期減少株式数

（株） 
当期末株式数 

（株） 

発行済株式 

普通株式 17,865 4,215 ― 22,080 

合計 17,865 4,215 ― 22,080 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月30日 
株主総会 

普通株式 17,865 1,000 平成17年12月31日 平成18年３月30日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年３月29日 
株主総会 

普通株式 44,160 利益剰余金 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月30日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

当中間会計期間
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在） 
  

現金及び預金勘定 657,255千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

△84,446千円

現金及び現金同等物 572,808千円

現金及び預金勘定 860,886千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

△83,681千円

現金及び現金同等物 777,205千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

当中間会計期間
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械及び装置 17,647 14,910 2,737

その他（工具
器具及び備
品） 

73,516 30,457 43,058

無形固定資産
（ソフトウェ
ア） 

2,916 1,175 1,741

合計 94,080 46,544 47,536

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械及び装置 15,304 13,060 2,244 

その他（工具
器具及び備
品） 

121,148 72,575 48,572 

無形固定資産
（ソフトウェ
ア） 

2,916 883 2,033 

合計 139,369 86,519 52,849 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 16,158千円

１年超 32,824千円

合計 48,983千円

１年内 18,356千円

１年超 36,095千円

合計 54,451千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
  

支払リース料 11,296千円

減価償却費相当額 10,245千円

支払利息相当額 881千円

支払リース料 32,965千円

減価償却費相当額 29,779千円

支払利息相当額 2,487千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引（借入側） ２．オペレーティング・リース取引（借入側） 

― ― 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

 ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

 

区分 

当中間会計期間末
（平成19年６月30日） 

前事業年度 
（平成18年12月31日） 

取得原価 
（千円） 

中間貸借対照
表計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額 

（千円） 

差額 
（千円） 

株式 3,224 4,797 1,572 2,605 3,705 1,100

合計 3,224 4,797 1,572 2,605 3,705 1,100

  

当中間会計期間末
（平成19年６月30日） 

前事業年度 
（平成18年12月31日） 

中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 36,000 1,000 

合計 36,000 1,000 



（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費     2,250千円 

  

２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 （注） なお、本ストック・オプションにつきましては、平成19年６月15日付で全付与対象者から新株予約権放棄の申入れを受け

たことに伴い、新株予約権戻入益として2,250千円を特別利益に計上しております。 

  

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 該当ありません。 

  

  

  次へ 

  平成19年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役  ５名   当社監査役  ３名 
当社従業員  70名 

株式の種類別のストック・オプションの数 普通株式  490株

付与日 平成19年４月10日

権利確定条件 

付与日（平成19年４月10日）以降、権利確定日（平成
21年３月30日）まで継続して勤務していること。ただ
し、任期満了による退任により役員の地位を喪失した
場合、会社都合による退職により従業員の地位を喪失
した場合、その他取締役会が認めた場合はこの限りで
はない。 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めてありません。

権利行使期間 平成21年３月30日から平成24年３月29日 

権利行使価格（円） 149,667 

付与日における公正な評価単価（円） 55,124 



（持分法損益等） 

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益及び中間純損失（△）、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額算定上の基礎は、以下の通り

であります。 

  

 

当中間会計期間
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

  

  

１株当たり純資産額 61,920.17円

１株当たり中間純損失金額 △4,881.53円

１株当たり純資産額 68,902.42円

１株当たり当期純利益金額 10,077.36円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

9,912.55円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、１株当たり中間

純損失であるため記載しておりません。 

  

  
当中間会計期間

（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益又は中間純損失金額    

当期純利益・中間純損失（△）（千円） △108,052 190,925 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益・中間純損失

（△）（千円） 
△108,052 190,925 

期中平均株式数（株） 22,135 18,946 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 315 

（うち新株予約権（株）） － (315） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

潜在株式の種類 

新株予約権     （371個）

潜在株式の数     1,113株 

－ 



（重要な後発事象） 

  

  

当中間会計期間
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 当社の取締役、監査役及び従業員に対するストック・オ

プションとして新株予約権を発行する件について当社

は、平成19年３月29日開催の定時株主総会において、下

記のとおり当社の取締役、監査役及び従業員に対するス

トック・オプションとして新株予約権を発行することを

決議いたしました。 

(1）新株予約権を発行する理由 

当社取締役、監査役及び従業員の長期的な企業価値

向上への貢献意欲及び士気を一層高めるため 

(2）新株予約権発行の要領 

① 新株予約権の割当を受ける者 

当社の取締役、監査役及び従業員 

② 株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定

をすることができる新株予約権の数の上限 

500個 

③ 新株予約権の払込金額 

無償とする。 

(3）新株予約権の内容 

① 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式と

し、各新株予約権の目的である株式の数（以下、

「付与株式数」という。）は１株とする。なお、

取締役に対しては当社普通株式150株を上限と

し、監査役に対しては当社普通株式60株を上限と

する旨の決議がなされている。 

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額は、新株予約権を行使することにより交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額（以

下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。 

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、

「割当日」という。）の属する月の前月の各日

（取引が成立しない日を除く）における㈱東京証

券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均

値、又は割当日の終値（当日に終値がない場合、

それに先立つ直近の取引日の終値とする。）のい

ずれか高い金額とし、１円未満の端数を切り上げ

る。 

③ 新株予約権の行使期間 

平成21年３月30日から平成24年３月29日までの期

間とする。 

④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金 

行使に際して払込みまたは給付した財産の額（資

本金等増加限度額）として会社計算規則第40条第

１項に定める額の２分の１の額を資本金として計

上し、その余を資本準備金と計上する。 

⑤ 新株予約権行使の条件 

新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者

との間で締結する新株予約権割当契約書において

定めるものとする。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及び添付書類 

 事業年度（第22期）（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）平成19年３月30日関東財務局長に提出。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成19年９月28日

株式会社ペッパーフードサービス   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 黒田  裕  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 藤井 靜雄  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ペッパーフードサービスの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第23期事業年度の中間会計期間（平

成19年１月１日から平成19年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中

間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社ペッパーフードサービスの平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

 （※） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 
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